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本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）

（
薬
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

覚
せ
い
剤
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

二 

内
容 

 
 

引
用
し
て
い
る
法
律
の
題
名
の
変
更 

三 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
条
例
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。 



条

例 

埼
玉
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
二
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
覚
せ
い
剤
取
締
法
」
を
「
覚
醒
剤
取
締
法
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
二
号 

 
日
高
市
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 

日

高

市 

調
査
を
行
っ 

た
者
の
名
称 

平
成
二
十
六
年
度

平
成
二
十
七
年
度

平
成
二
十
八
年
度

平
成
二
十
九
年
度 

 

平

成

三

十

年

度 

調

査

を

行

っ

た 

時 
 
 
 
 
 
 
 

期 

地

籍

図

十

枚 

地

籍

簿

一

冊 

成

果

の 
名

称 

 

日
高
第
四
十
三
―

四
地
区
（
大
字
中

鹿
山
の
一
部
） 

調

査

を

行

っ

た 

地

区 

  

令
和
二
年
二
月

三
日 

 
 

認

証 

年

月

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
三
号 

 
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 
 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 
 

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
五
月
十
九
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
六
千
円 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
四
号 

 
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

講
習
会
の
主
催
者 

 
 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号 

 
 

 
 

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー 

二 

講
習
日
程
及
び
講
習
会
場 

 
 

令
和
二
年
五
月
十
一
日
か
ら
五
月
十
九
日
ま
で
の
間
の
う
ち
三
日
間 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
仲
町
三
丁
目
五
番
一
号 

 

埼
玉
県
県
民
健
康
セ
ン
タ
ー 

三 

受
講
料 

 
 

一
万
六
千
円 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

水
準
基
標
測
量
（
二
級
水
準
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

江
戸
川
周
辺
（
幸
手
市
、
春
日
部
市
、
松
伏
町
、
吉
川
町
、
三
郷
市
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
二
年
二
月
十
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す

る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

基
準
点
測
量 

三 

作
業
地
域 

 
 

坂
戸
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
二
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
八
―
二
八
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
中
郷
字
遅
沼
二
四
八
九
―
三 

外
九
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

三
百
六
十
四
・
〇
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
法

第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
二
年
二
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

         

埼

玉

県

知

事

第

十

七

号

 

委

任

番

号 

ア
ス
コ
適

判
株
式
会

社 指
定
構
造

計
算
適
合

性
判
定
機

関
の
名
称 

東
京
都
品
川

区
西
五
反
田

二
丁
目
二
十

九
番
十
号 

住

所 

埼

玉

県

内

全

域 

業

務

区

域 

東
京
都
品
川

区
西
五
反
田

二
丁
目
二
十

九
番
十
号 

構
造
計
算
適

合
性
判
定
の

業
務
を
行
う

事
務
所
の
所

在
地
〇
〇
〇 

全
て
の
判
定

業
務 

指
定
構
造
計

算
適
合
性
判

定
機
関
に
行

わ
せ
る
こ
と

と
し
た
業
務 

令
和
二
年

一
月
三
十

日 構
造
計
算

適
合
性
判

定
の
業
務

の
開
始
の

日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
十
九
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名 

 
 

 
 

 

き
称 

         

二 

指
定
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日 

      

埼
玉
県
狭
山
市
大
字
笹
井
三
千
二
十
八
番
地
の

五 ソ
フ
ト
リ
ィ 

メ
ゾ
ン
二
○
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
片
柳
九
百
六

番
地
二 住

所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岩
田 

直
樹 

株
式
会
社
ド
リ
ー
ム
カ
プ
セ
ル
マ
ー

ケ
ッ
ツ 

氏
名
又
は
名
称 

  

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
砂
新
田
二
丁
目
一
番
地
十
五 

 
 

戸
口 

政
浩 

二 

取
消
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
一
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名 

 

 

称 

            

二 

取
消
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日 

        

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
中
央
一
丁
目
一
番
地

一 県
営
い
わ
い
団
地
三
―
二
○
一
号 

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
弥
十
郎
二
百
四
十
八
番
地

一 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
二
丁
目
十

番
一
号 住

所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

的
場 

英
紀 

有
限
会
社
Ｔ
２
Ｙ 

有
限
会
社
神
田
商
店 

  

氏
名
又
は
名
称 

   

 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
二
月
七
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
二
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

山 
 

 

裕 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

花
園
本
庄
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



 

新 旧 

旧 
新 
別 

深
谷
市
荒
川
字
稲
荷
林
一
八
八
八
番
一
地
先

か
ら
同
市
小
前
田
字
西
之
皆
戸
二
七
一
九
番

三
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

一
二
・
一
〇
～
二
八
・
五
八 

一
二
・
〇
九
～
一
五
・
九
四 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
六
二
・
七
八 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
改
良
事
業
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
二
月
七
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
一
一
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
二
月
三
日 

 
 

越
建
セ
第
四
二
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
山
崎
百
十
五
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
二
丁
目
六
番
二
十
六
号 

デ
ゼ
ル
ア
ン
一
〇
二
号 

 
 

三
浦 

幸
樹 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
二
月
七
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

平 

野 
 

 

隆 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
二
年
二
月
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
一
〇
二
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
二
年
二
月
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
三
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
姫
宮
十
四
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
五
千
六
百
八
十
七
番
地
一 
レ
メ
ゾ
ン
七
番
館
一
〇
一 

 
 

山
本 

英
征
、
山
本 

実
可
子 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
十
一
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
二
年
二
月
七
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

令
和
二
年
二
月
十
八
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

 

イ 

そ
の
他 



正

誤 

  
埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号
（
令
和
元
年
十
二
月
十
日
第
六
十
三
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
表
中 

 
 

 
 

行 

二 
 

 
 

医
師
の
氏
名 

 

前
か
ら
五 

 

誤 上
林 

潔 

 

正 上
林 

茂 

 

ペ
ー
ジ 

 

表
中 

 
 

 
 

行 

二 
 

 
 

医
師
の
氏
名 

 

前
か
ら
七 

 

誤 竹
澤 

友
一 

 

正 草
野 

仁
也 



正

誤 

  
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
（
令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
第
七
十
五
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

 
別
表
第
一
中 

 

行 

八 
 

 
 

備
考
一 

 
 

 

上
か
ら
一 

 

誤 「
特
別
非
常
勤
講
師
」
と
は 

 

正 「
特
別
非
常
勤
講
師
」
と
は
、 
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